
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
映像データ中における任意の領域の複数フレームにわたる推移である時空間領域を表すも
のとして記述された、該領域を示す近似図形の代表点の軌跡を特定可能な時空間領域情報
を対象とする時空間領域情報処理方法であって、
前記近似図形の代表点の軌跡により特定される前記時空間領域の表面部分と時空間上の曲
線として指定される参照軌跡とが交差するか否かを判定するための交差判定ステップと、
前記時空間領域が存在する所定のフレームについて、該所定のフレームにおける前記参照
軌跡の座標が、該所定のフレームにおける前記近似図形の内部に存在するか外部に存在す
るかを判定するための内外判定ステップとを有することを特徴とする時空間領域情報処理
方法。
【請求項２】
前記交差判定ステップにより得られる判定結果と、前記内外判定ステップにより得られる
判定結果とに基づいて、前記参照軌跡に対する前記時空間領域の通過性に関する情報を出
力するための出力ステップとを有することを特徴とする請求項１に記載の時空間領域情報
処理方法。
【請求項３】
前記交差判定ステップは、前記参照軌跡が前記時空間領域の表面部分と交差する時刻の情
報を求めることを特徴とする請求項１に記載の時空間領域情報処理方法。
【請求項４】
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前記交差判定ステップは、前記参照軌跡が前記領域の表面部分と交差する時刻の情報ｔ i
（ｉ＝１～交わる時刻の数）を求め、
前記内外判定ステップは、前記時空間領域が存在する先頭時刻ｔ sにおけるフレームにつ
いて、前記判定を行い、
前記出力ステップは、前記交差判定ステップにより前記交わる時刻の情報が複数得られた
場合に、前記内外判定ステップにより内部に存在すると判定されたときは、期間ｔ s～ｔ 1
を始めとする１つおきの期間において、前記参照軌跡を前記時空間領域が通過することを
示す情報を出力し、前記内外判定ステップにより外部に存在すると判定されたときは、期
間ｔ 1～ｔ 2を始めとする１つおきの期間で、前記参照軌跡を前記時空間領域が通過するこ
とを示す情報を出力することを特徴とする請求項１に記載の時空間領域情報処理方法。
【請求項５】
前記出力ステップは、前記交差判定ステップにより前記交わる時刻の情報が１つ得られた
場合に、前記内外判定ステップにより内部に存在すると判定されたときは、該時空間領域
が存在する先頭時刻から該得られた時刻までの期間において、前記参照軌跡を前記時空間
領域が通過することを示す情報を出力し、前記内外判定ステップにより外部に存在すると
判定されたときは、該得られた時刻から該時空間領域が存在する最終時刻までの期間で、
前記参照軌跡を前記時空間領域が通過することを示す情報を出力することを特徴とする請
求項４に記載の時空間領域情報処理方法。
【請求項６】
前記出力ステップは、前記交差判定ステップにより前記交わる時刻の情報が１つも得られ
なかった場合に、前記内外判定ステップにより内部に存在すると判定されたときは、前記
参照軌跡を常に前記時空間領域が通過することを示す情報を出力し、前記内外判定ステッ
プにより外部に存在すると判定されたときは、前記参照軌跡を前記時空間領域が常に通過
しないことを示す情報を出力することを特徴とする請求項４または５に記載の時空間領域
情報処理方法。
【請求項７】
前記交差判定ステップにおいて前記交わる時刻の情報が１つ得られた時点で、該交差判定
ステップを終了し、
前記出力ステップは、前記参照軌跡を前記時空間領域が通過することを示す情報を出力す
ることを特徴とする請求項１に記載の時空間領域情報処理方法。
【請求項８】
前記交差判定ステップにより前記交わる時刻の情報が１つも得られなかった場合に、はじ
めて、前記内外判定ステップを行い、
前記出力ステップは、前記内外判定ステップにより内部に存在すると判定された場合には
、前記参照軌跡を前記時空間領域が通過することを示す情報を出力し、前記内外判定ステ
ップにより外部に存在すると判定された場合には、前記参照軌跡を前記時空間領域が通過
しないことを示す情報を出力することを特徴とする請求項７に記載の時空間領域情報処理
方法。
【請求項９】
前記時空間領域情報は、前記代表点の位置データをフレームの進行に沿って並べたときの
軌跡を所定の関数で近似し、該関数のパラメータを用いて記述されたものであることを特
徴とする請求項１ないし８のいずれか１項に記載の時空間領域情報処理方法。
【請求項１０】
前記近似図形は、近似矩形または近似多角形であり、
前記代表点は、前記近似矩形または近似多角形の頂点であり、
前記交差判定ステップは、前記近似矩形または近似多角形の隣接する頂点の軌跡が張る曲
面の各々について、前記参照軌跡との交差判定を行うことを特徴とする請求項９に記載の
時空間領域情報処理方法。
【請求項１１】
前記近似図形は、近似楕円であり、
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前記代表点は、近似楕円を一意に特定する所定の位置に相当する点であり、
前記交差判定ステップは、前記近似楕円の外周軌跡が張る曲面について、前記参照軌跡と
の交差判定を行うことを特徴とする請求項９に記載の時空間領域情報処理方法。
【請求項１２】
前記代表点の軌跡は、複数の近似区間に分割されており、
前記交差判定ステップは、前記近似区間ごとに、前記参照軌跡との交差判定を行うことを
特徴とする請求項９ないし１１のいずれか１項に記載の時空間領域情報処理方法。
【請求項１３】
対象とする時空間領域情報の形式は問わず、全ての前記代表点について、当該代表点の位
置データをフレームの進行に沿って並べたときの軌跡を所定の関数で近似し、該関数のパ
ラメータを用いて記述されたものに変換する変換ステップを更に有し、
前記交差判定ステップ及び前記内外判定ステップは、前記変換ステップにより変換された
後の前記時空間領域情報を対象として行うことを特徴とする請求項１ないし１２のいずれ
か１項に記載の時空間領域情報処理方法。
【請求項１４】
前記時空間領域情報は、前記代表点の基準となるフレームにおける位置データから、他の
フレームにおける位置データへの領域変換を示す変換パラメータを求め、該変換パラメー
タについて、該変換パラメータをフレームの進行に沿って並べたときの軌跡を所定の関数
で近似し、該関数のパラメータを用いて記述されたものであることを特徴とする請求項１
３に記載の時空間領域情報処理方法。
【請求項１５】
前記時空間領域情報は、前記代表点のうちの少なくとも一つについて、当該代表点につい
ての前記位置データが用いられる代わりに、同一フレームにおける他の代表点を基準とし
たときの当該代表点の相対的な位置を示すデータが用いられているものであることを特徴
とする請求項１３または１４に記載の時空間領域情報処理方法。
【請求項１６】
映像データ中における任意の領域の複数フレームにわたる推移である時空間領域を表すも
のとして記述された、該領域を示す近似図形の代表点の軌跡を特定可能な時空間領域情報
を対象とする時空間領域情報処理装置としてコンピュータを機能させるためのプログラム
であって、
前記近似図形の代表点の軌跡により特定される前記時空間領域の表面部分と時空間上の曲
線として指定される参照軌跡とが交差するか否かを判定するための交差判定機能と、
前記時空間領域が存在する所定のフレームについて、該所定のフレームにおける前記参照
軌跡の座標が、該所定のフレームにおける前記近似図形の内部に存在するか外部に存在す
るかを判定するための内外判定機能とをコンピュータに実現させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、映像中の時空間領域情報の参照軌跡に対する通過性の判定を行うための時空間
領域情報の処理方法。
【０００２】
【従来の技術】
近年、映像画像処理技術の急速な発展により、映像や画像をデジタルデータとして扱うこ
とが一般化してきている。このデジタル化によりデータ量が大きい映像画像データを効率
的に圧縮する技術が確立された。また、インターネットや衛星放送・ＣＡＴＶなどのネッ
トワーク技術の発展に伴い、大量の映像データを扱うことができるようになってきており
、映像や画像情報を蓄積しておいてニーズに合わせて取り出し利用する映像画像データベ
ースシステムやビデオオンデマンドが実用の段階に入ろうとしている。他にも遠隔地から
の自動監視システムもメジャーなものになってきている。このように映像や画像を利用し
ようとするとき、画面内に何があるかを認識したり、逆に望む物体があるような映像の検
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索抽出をしたり、映像を分類したいという要望がある。
【０００３】
このような要望に答えるため、映像中の複数フレームにわたる任意の時空間領域を効率良
く生成し保存するための手法が既に提案されている（例えば、特開２００１－１１８０７
５号公報，特開２００１－１１１９９６号公報）。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、時空間領域の位置や動きによって時空間領域を検索したり抽出分類する従来の
技術においては、時空間領域が存在する全フレームについて領域が条件を満たしているか
どうか判別する必要があった。このため、該時空間領域のフレーム数が多かったり、数多
くの時空間領域から検索したりする際には計算量が大きく効率が悪いという欠点があった
。
【０００５】
本発明は、上記事情を考慮してなされたもので、時空間領域と指定された任意の軌跡との
通過判定を高速かつ効率的に行うことのできる時空間領域情報の処理方法を提供すること
を目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明は、映像データ中における任意の領域の複数フレームにわたる推移である時空間領
域を表すものとして記述された、該領域を示す近似図形の代表点の軌跡を特定可能な時空
間領域情報を対象とする時空間領域情報処理方法であって、前記近似図形の代表点の軌跡
により特定される前記時空間領域の表面部分と時空間上の曲線として指定される参照軌跡
とが交差するか否かを判定するための交差判定ステップと、前記時空間領域が存在する所
定のフレームについて、該所定のフレームにおける前記参照軌跡の座標が、該所定のフレ
ームにおける前記近似図形の内部に存在するか外部に存在するかを判定するための内外判
定ステップとを有することを特徴とする。
【０００７】
好ましくは、前記交差判定ステップにより得られる判定結果と、前記内外判定ステップに
より得られる判定結果とに基づいて、前記参照軌跡に対する前記時空間領域の通過性に関
する情報を出力するための出力ステップとを有するようにしてもよい。
【０００８】
好ましくは、前記交差判定ステップは、前記参照軌跡が前記領域の表面部分と交差する時
刻の情報ｔ i（ｉ＝１～交わる時刻の数）を求め、前記内外判定ステップは、前記時空間
領域が存在する先頭時刻ｔ sにおけるフレームについて、前記判定を行い、前記出力ステ
ップは、前記交差判定ステップにより前記交わる時刻の情報が複数得られた場合に、前記
内外判定ステップにより内部に存在すると判定されたときは、期間ｔ s～ｔ 1を始めとする
１つおきの期間において、前記参照軌跡を前記時空間領域が通過することを示す情報を出
力し、前記内外判定ステップにより外部に存在すると判定されたときは、期間ｔ 1～ｔ 2を
始めとする１つおきの期間で、前記参照軌跡を前記時空間領域が通過することを示す情報
を出力するようにしてもよい。
【０００９】
好ましくは、前記出力ステップは、前記交差判定ステップにより前記交わる時刻の情報が
１つ得られた場合に、前記内外判定ステップにより内部に存在すると判定されたときは、
該時空間領域が存在する先頭時刻から該得られた時刻までの期間において、前記参照軌跡
を前記時空間領域が通過することを示す情報を出力し、前記内外判定ステップにより外部
に存在すると判定されたときは、該得られた時刻から該時空間領域が存在する最終時刻ま
での期間で、前記参照軌跡を前記時空間領域が通過することを示す情報を出力するように
してもよい。
【００１０】
好ましくは、前記出力ステップは、前記交差判定ステップにより前記交わる時刻の情報が
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１つも得られなかった場合に、前記内外判定ステップにより内部に存在すると判定された
ときは、前記参照軌跡を常に前記時空間領域が通過することを示す情報を出力し、前記内
外判定ステップにより外部に存在すると判定されたときは、前記参照軌跡を前記時空間領
域が常に通過しないことを示す情報を出力するようにしてもよい。
【００１１】
好ましくは、前記時間領域情報は、前記代表点の位置データをフレームの進行に沿って並
べたときの軌跡を所定の関数で近似し、該関数のパラメータを用いて記述されたものであ
るようにしてもよい。
【００１２】
好ましくは、対象とする時空間領域情報の形式は問わず、全ての前記代表点について、当
該代表点の位置データをフレームの進行に沿って並べたときの軌跡を所定の関数で近似し
、該関数のパラメータを用いて記述されたものに変換する変換ステップを更に有し、前記
交差判定ステップ及び前記内外判定ステップは、前記変換ステップにより変換された後の
前記時空間領域情報を対象として行うようにしてもよい。
【００１３】
また、本発明は、映像データ中における任意の領域の複数フレームにわたる推移である時
空間領域を表すものとして記述された、該領域を示す近似図形の代表点の軌跡を特定可能
な時空間領域情報を対象とする時空間領域情報処理装置であって、前記近似図形の代表点
の軌跡により特定される前記時空間領域の表面部分と時空間上の曲線として指定される参
照軌跡とが交差するか否かを判定するための交差判定手段と、前記時空間領域が存在する
所定のフレームについて、該所定のフレームにおける前記参照軌跡の座標が、該所定のフ
レームにおける前記近似図形の内部に存在するか外部に存在するかを判定するための内外
判定手段とを備えたことを特徴とする。
【００１４】
例えば、近似図形の代表点（例えば、近似図形もしくは近似多角形もしくは近似楕円に外
接もしくは内接する矩形の各頂点など）の軌跡と、指定された軌跡が、該時空間領域が存
在する全時間において連続であったと仮定すると、該時空間領域の外周が張る曲面と指定
された軌跡についての交差判定において、曲面と指定された軌跡が交差するときは、交差
した時間に指定された軌跡が、該時空間領域の内部から外部に移動したか、外部から内部
に移動したかのどちらかである。該時空間領域が存在する全時間において指定された軌跡
が該時空間領域の内部もしくは外部にある場合は、時空間領域が存在する任意の１フレー
ムにおける領域と指定された軌跡の当該フレームにおける座標の内外判定により該時空間
領域が存在する全時間において指定された軌跡が該時空間領域の内部にあるか、外部にあ
るかを判別することが可能である。参照領域から各フレームにおける時空間領域への領域
変換パラメータがすべて連続であったとすると、各頂点が領域変換パラメータによって動
く軌跡もやはり連続なものとなる。そのため、頂点軌跡をあらかじめ算出してから、各処
理を適用することが可能である。
【００１５】
本発明によれば、従来手法のように時空間領域が存在する全フレームについて内外判定を
行う必要がなく、高速かつ効率的に時空間領域と指定された軌跡の通過判定を行うことが
可能となる。
【００１６】
なお、装置に係る本発明は方法に係る発明としても成立し、方法に係る本発明は装置に係
る発明としても成立する。
また、装置または方法に係る本発明は、コンピュータに当該発明に相当する手順を実行さ
せるための（あるいはコンピュータを当該発明に相当する手段として機能させるための、
あるいはコンピュータに当該発明に相当する機能を実現させるための）プログラムとして
も成立し、該プログラムを記録したコンピュータ読取り可能な記録媒体としても成立する
。
【００１７】
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【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しながら発明の実施の形態を説明する。
【００１８】
（第１の実施の形態）
本発明の実施の形態に係る時空間領域情報検索システムは、対象とされた時空間領域と、
ある指定された軌跡（以下、参照軌跡と呼ぶ）との関係、例えば、対象時空間領域が参照
軌跡を通過するかどうか、あるいはより詳細に対象時空間領域が参照軌跡を通過する時刻
（タイムスタンプやフレーム番号など）もしくは参照軌跡が対象時空間領域の内部にある
期間と外部にある期間などを判定するための機能を有するシステムである。
【００１９】
最初に、時空間領域情報について簡単に説明する。
【００２０】
なお、時空間領域情報の内容、生成方法、利用方法などについては、例えば、特開２００
１－１１８０７５号公報や特開２００１－１１１９９６号公報などに詳しく開示されてい
る（それらに開示されている物体領域データが、この時空間領域情報の一形態に相当する
）。
【００２１】
まず、時空間領域情報の内容や、生成方法について簡単に説明する。
【００２２】
時空間領域情報は、種々の目的のために表示画面（例えばＧＵＩ画面）上に設けられる特
定の領域の出現から消失までの時間的空間的領域（例えば各フレームにおける２次元的領
域の時間的推移）を示す情報である。また、時空間領域情報は、通常、映像データ（もし
くは動画像データ）に付随する情報である（映像データの内容そのものは、実写したもの
、実写したものを加工したもの、ＣＧ、アニメーション、それらを組み合わせたもの等、
どのようなコンテンツでもよい）。なお、映像データは、複数のフレームからなるものを
想定して説明する。
【００２３】
この特定の領域は、例えば、映像データ中に存在する特定の物体（オブジェクト）を示す
領域として利用することができる。この場合、あるフレームにおけるその特定の領域の形
状が、そのフレームにおけるその特定の物体領域を表す（もしくは近似して表す）もので
ある。ここで、物体領域とは、映像中における一纏まりの領域部分であり、例えば、人、
動物、植物、車、建物、道、川、太陽、雲など（あるいはその一部分、例えば人の頭、車
のボンネット、建物の玄関など）、オブジェクトとして把握し得るものならどのようなも
のでも扱うことができる。また、独立したものであってもよいし、ものの一部（例えば人
の頭、車のボンネット、建物の玄関）であってもよいし、ものの集合（例えば鳥や魚の群
）であってもよい。
【００２４】
次に、図１、図２を参照しながら、１つの物体領域に対する時空間領域情報の生成につい
て簡単に説明する。
【００２５】
まず、時空間領域情報の生成は、概略的には、例えば次のような手順によって行うことが
できる。なお、いずれの手順も自動化可能であり、またユーザの手作業を介入させること
も可能である。
（１）映像データの所定のフレームから、対象となる物体の物体領域を抽出する。
（２）その物体領域を、所定の図形により近似する。
（３）その近似図形を特定する代表点を抽出する。
１～３の手順は、当該物体領域に対する近似図形を出現させるフレームから消失させるフ
レームにわたって、全フレームまたはサンプリングした複数のフレームについて行われる
。
（４）各代表点について、その位置（またはこれを特定可能とする量）の時系列を、時間
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ｔ（例えば映像に付与されているタイムスタンプ）もしくはフレーム番号ｆなどの関数（
近似関数）により近似表現する。この近似表現したときの関数のパラメータの値が、求め
る値である。この関数は、各代表点ごと別々に、かつ、Ｘ座標とＹ座標で別々に表現され
る。
【００２６】
１～４の手順は、対象となる各々の物体領域について行われる。
【００２７】
なお、近似図形には、例えば、辺の数がパラメータになる多角形、辺の数が固定された矩
形などの多角形、円、楕円など、種々のものがある。また、代表点には、例えば、多角形
の頂点、矩形の４つもしくは３つの頂点、円の中心と円周上の一点、もしくは円の直径の
両端点、楕円の外接矩形の４つもしくは３つの頂点（内接矩形の４つもしくは３つの頂点
でもよい）、または楕円の２つの焦点と楕円上の１点など、図形の種類に応じて、種々の
ものがある。
【００２８】
この関数のパラメータを保存しておけば、該パラメータから該関数が求められ、該関数を
もとに所望の時間ｔもしくはフレーム番号ｆなどにおける各代表点のＸＹ座標値が求めら
れ、該各代表点のＸＹ座標値から、当該所望の時間ｔもしくはフレーム番号ｆなどにおけ
る近似図形の領域を求めることができる。
【００２９】
図１、図２は、物体領域に対する近似図形に多角形を利用し、代表点を多角形の頂点とし
、各頂点の時間軸方向の軌跡に対する近似関数として２次の多項式スプライン関数を利用
し、画像中のオブジェクト「魚」に対する時空間領域情報を生成する例である。
【００３０】
図１（ａ）において、２０は処理対象となっている映像中の１フレームを示している。２
１は抽出対象となっている物体の領域を示している。２２は物体の領域を近似した近似多
角形を示している。
【００３１】
図１（ｂ）は、複数のフレームにわたる近似図形の代表点、すなわちこの例における近似
多角形２２及びその各頂点の推移、それらのうちの１つの頂点（Ｖ 0）の近似曲線を表現
したものである。
【００３２】
図１（ｃ）の２４は、代表点Ｖ 0  について求められた関数の例である（ここでは基準代表
点Ｖ 0  の１つの座標軸についてのみ示している）。この例は、近似区間がｔ＝０～５とｔ
＝５～１６の２つに分割された場合を示している。
【００３３】
図２は、代表点Ｖ 0  のＸ座標の値を近似する関数を求めている例である。図中の３１は物
体の存在している時間区間を表しており、黒い点（３２）が代表点Ｖ 0  のＸ座標の値であ
る。３３がその近似関数である。Ｙ座標に対しても、同様にして近似関数が求められる。
近似関数として多項式スプライン関数を用いているので、図１（ｃ）の２４では節点と呼
ばれる点により分割された時間区間ごとに多項式が定義されている。ここでは、ｔ＝０，
５，１６がそれぞれ節点時刻となる。
【００３４】
代表点Ｖ 0  以外の代表点についてもそれぞれ同様である。
【００３５】
一方、代表点Ｖ 0  以外の代表点については、当該代表点を当該代表点とは別の代表点から
の相対的関係、例えば差分ベクトルによって表し、そのベクトルの軌跡により記述する方
法もある。図３は、その一例として、近似多角形において、基準とする代表点Ｖ 0  と、そ
の他の代表点を表すための差分ベクトルの各々を説明している図である。図４の黒い点列
（４２）は、各時刻におけるベクトルＶ 0 , 1  のＸ成分の値を表している。
【００３６】
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また、上記では、各フレームにおける代表点の位置又は差分ベクトルの軌跡を近似したが
、ある基準となるフレームにおける代表点の位置又は差分ベクトルを各フレームにおける
代表点の位置又は差分ベクトルに変換する関数のパラメータの軌跡を近似する方法もある
。あるいは、先行するフレームにおける代表点の位置又は差分ベクトルを後続するフレー
ムにおける代表点の位置又は差分ベクトルに変換する関数のパラメータの軌跡を近似する
方法もある。
【００３７】
その他にも、時空間領域情報の形態には、種々のバリエーションがあり、本発明は、どの
ような形態の時空間領域情報にも適用可能である。
また、時空間領域情報には、例えば、各物体領域に対応する各代表点ごとで且つ各フレー
ムごと、あるいは各物体領域ごとで且つ各フレームごと、あるいは各物体領域の各代表点
ごと、あるいは各物体領域ごとなどの所定の単位で、所定の属性情報もしくは関連情報な
どが付加されることもある。本発明は、このような時空間領域情報にも適用可能である。
【００３８】
図５に、本実施形態の説明で用いる時空間領域情報のデータ構造の一例を示す。図５に示
されるように、本例の時空間領域情報は、時空間領域情報識別情報（以下、ＩＤ番号）１
０１、先頭時刻１０２、最終時刻１０３、形状フラグ１０４、軌跡データ１０５を含むも
のである。
【００３９】
ＩＤ番号１０１は、時空間領域ごとに付与される識別番号である。
【００４０】
先頭時刻１０２と最終時刻１０３は、当該ＩＤ番号の時空間領域が存在する先頭と最終の
時刻である。先頭時刻と最終時刻はタイムスタンプによって表現してもよいし、フレーム
番号で表現してもよい。
【００４１】
形状フラグ１０４は、領域形状がどのように表現されているかを示すものである。領域形
状は、例えば、矩形、楕円、多角形などで表現されているため、それらを一意に区別する
ような情報が記述される。多角形の場合には、頂点数情報も形状フラグに付加される。
【００４２】
軌跡データ１０５は、時空間領域を表現するためのパラメータデータである。これは、先
頭時刻から最終時刻までの時空間領域形状が決定できるようなものである。例えば、領域
形状が矩形や多角形の場合における、各頂点の軌跡を関数近似したときのパラメータ、領
域形状が楕円の場合における、楕円の外接矩形頂点の軌跡を関数近似したときのパラメー
タなどである。１０６のように、軌跡データ１０５は、１つの代表点について、Ｘ座標軌
跡とＹ座標軌跡を別々に記述するため、軌跡データは、代表点数×２だけ存在する。
【００４３】
図６に、図５の時空間領域情報における各々の軌跡データ１０５のデータ構造の一例を示
す。これは、スプライン関数などで関数補間された連続する軌跡を表すためのもので、時
間とＸ座標やＹ座標などのパラメータとの関係を格納するためのものである。
【００４４】
節点数２０１は、スプライン関数の節点の数を表しており、節点数－１個の多項式のデー
タ２０６があることを示している。スプライン関数は、隣接する節点の間の区間ごとにそ
れぞれ別の多項式で表現されるため、節点の数に対応した数の多項式が必要となる。した
がって、節点フレーム番号、多項式の係数などを含むデータ２０６は、複数繰り返し記述
される。
【００４５】
先頭節点時刻２０２は、スプライン関数の最初の節点の時刻を表す。
【００４６】
節点時刻２０３は、当該多項式データの終わりの節点時刻を表しており、この節点時刻ま
で多項式のデータ２０６が有効であることを示している。これはフレーム番号の代わりに
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タイムスタンプによって記述してもよい。多項式の係数データの数は、スプライン関数の
最高次数により変化する（最高次数をＫとすると、係数データの数はＫ＋１となる）。そ
のため、係数データ数を多項式次数２０４に保存してある。多項式次数２０４の後には多
項式次数＋１個に相当する数の多項式係数２０５が続く。
【００４７】
なお、時空間領域との間で通過判定を行う「参照軌跡」は、例えば、図６の軌跡データの
データ構造を用いて表現することができる。なお、図５の時空間領域情報における軌跡デ
ータのデータ構造と、参照軌跡のデータ構造とが異なっても構わない。
【００４８】
また、参照軌跡の指定の方法については、外部から参照軌跡のデータを読み込む方法であ
ってもよいし、ユーザが所定のツールを用いて参照軌跡のデータを記述する方法であって
もよいし、ユーザがＧＵＩ画面上に表示された時空間において描いた軌跡をもとに参照軌
跡のデータを生成する方法であってもよいし、それら以外の方法であってもよい。
【００４９】
以下、本実施形態の時空間領域情報検索システムの構成例について詳しく説明する。
【００５０】
ここでは、図５及び図６の時空間領域情報を通過判定の対象とする場合を例にとって説明
する。
【００５１】
図７に、本実施形態に係る時空間領域情報検索システムの構成例を示す。図７に示される
ように、本時空間領域情報検索システムは、時空間領域情報記憶部３０１、内外判定部３
０２、曲面交差判定部３０３、結果出力部３０４を備えている。
【００５２】
この時空間領域情報検索システムは、計算機上でプログラムを実行する形で実現すること
ができる。また、そのプログラムを、他のソフトウェアの一機能として組み込むようにす
ることも可能である。また、必要に応じて、その計算機に、所望の機能を有するＯＳやド
ライバソフト、パケット通信用ソフト、暗号ソフト等といったソフトウェア、あるいは通
信インタフェース装置や外部記憶装置や入出力装置等といったハードウェアを搭載あるい
は接続することができる。
【００５３】
時空間領域情報記憶部３０１は、近似矩形もしくは近似多角形の各頂点の軌跡や近似楕円
に外接する矩形の各頂点の軌跡などによって表された時空間領域情報が記憶されているも
ので、例えばハードディスクや光ディスク、半導体メモリなどで構成される。
【００５４】
内外判定部３０２は、時空間領域が存在する時間のうち所定のフレームを取り出し、その
フレームにおける領域の形状を算出し、通過判定を行う参照軌跡の当該フレームにおける
座標との内外判定を行う。なお、内外判定部３０２は、図７では、曲面交差判定部３０３
の前段にあるが、その代わりに、曲面交差判定部３０３の後段にあってもよいし、互いに
独立したプロセスとして曲面交差判定部３０３と並列に実行されるようにしてもよい。
【００５５】
取り出すべき所定のフレームは、時空間領域が存在しているならば、どのフレームでもよ
い。例えば、領域形状の求めやすさから、時空間領域の先頭フレームを使用するようにし
てもよい。
【００５６】
時空間領域が矩形で表現されているなら、当該フレームの４頂点の座標ｐ１～ｐ４を求め
る。時空間領域が多角形で表現されているなら、当該フレームの全頂点の座標ｐ１～ｐＮ
（Ｎ：頂点数）を求める。時空間領域が楕円に外接する矩形で表現されているなら、当該
フレームの外接矩形頂点の座標（ｐ１～ｐ４）を求めて、楕円の中心点、長径・短径の長
さ、傾きなど楕円のパラメータを求める。
【００５７】
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通過判定を行う参照軌跡の当該フレームにおける座標をｒとすると、当該フレームの領域
形状とｒとの内外判定は、例えば以下のように行うことができる。
【００５８】
（１）領域情報が矩形または多角形のとき
図８に示すように、多角形５０１と座標ｒ（５０２）の内外判定となる。この場合の内外
判定アルゴリズムは多数存在しており、どのような方法を利用してもよい。例えば、座標
ｒから（多角形と交わる）直線５０３を引き、直線５０３が多角形の外周と何回交わるか
を判定する。奇数回交わるなら座標ｒは多角形の内側、偶数回交わるなら多角形の外側で
ある。図８の例では、右下の直線を用いたときは１回（左上の直線を用いたときは３回）
交わっているので、座標ｒは多角形（すなわち対象となる時空間領域）の内部に存在する
と判定される。
【００５９】
（２）領域情報が楕円のとき
図９に示すように、楕円６０１と座標ｒ（６０２）の内外判定となる。この場合の内外判
定アルゴリズムは多数存在しており、どのような方法を利用してもよい。図９の例におい
ては、楕円６０１の中心点Ｓ＝（Ｓｘ，Ｓｙ）、楕円の２軸の長さをＶ０，Ｖ１、回転角
θとすると、楕円の内部は以下のように表すことができる。
Ｐ＝（ cosθ／Ｖ 0） 2＋（ sinθ／ｖ 1） 2

Ｑ＝２ *sinθ *cosθ *（１／Ｖ 02－１／Ｖ 12）
Ｒ＝（ sinθ／Ｖ 0） 2＋（ cosθ／ｖ 1） 2

Ｐ *（ｘ－Ｓ x） 2＋Ｑ *（ｘ－Ｓ x） *（ｙ－Ｓ y）＋Ｒ *（ｙ－Ｓ y） 2≦１
（ｘ，ｙ）にｒの座標６０２を代入して、この不等式が成り立てば、ｒは楕円の内部にあ
り、不等式が成り立たなければ、ｒは楕円の外部にあることがわかる。図９の例では、上
記の不等式が成り立ち、座標ｒは楕円（すなわち対象となる時空間領域）の内部に存在す
ると判定される。
【００６０】
なお、楕円の外接矩形の頂点ベクトルをｐ 1～ｐ 4（ｐ M＝（ｐ Mx，ｐ My）とする）とする
と、楕円の中心点ベクトルＳ＝（Ｓ x，Ｓ y）、楕円の２軸の長さをＶ 0，Ｖ 1、回転角θは
以下のように表すことができる（ただし、回転角に関しては、 sinθ、 cosθを求める）。
ｓ＝（ｐ 1＋ｐ 3）／２
Ｖ 0＝｜ｐ 2－ｐ 1｜／２
ｖ 1＝｜ｐ 3－ｐ 2｜／２
sinθ＝（ｐ 2y－ｐ 1y）／（２ *Ｖ 0）
cosθ＝（ｐ 2x－ｐ 1x）／（２ *Ｖ 0）
もちろん、時空間領域を近似する近似図形の形状や表現方法に応じて種々の内外判定方法
があり、どのような内外判定方法を用いても構わない。なお、内外判定については、例え
ば、“「グラフィックスの数理」、杉原厚吉著、共立出版株式会社、１９９５年、ｐｐ．
８７ -９２”にて説明されている。
【００６１】
曲面交差判定部３０３は、時空間領域の外周が張る曲面と参照軌跡との交差判定を行う。
これは、時空間領域の外周を数式として表現し、参照軌跡を表す数式との方程式を解くこ
とによって行う。
【００６２】
領域形状が楕円の場合には、楕円外周全体を１つの数式で表せばよい（楕円外周全体を複
数の数式で表しても構わない）。領域形状が矩形または多角形の場合には、各辺が張る曲
面ごとに数式で表すものとする。時空間領域を表すための頂点軌跡データがスプライン関
数で表現されている場合には、スプラインの節点間ごとに曲面を分割して数式で表す。
【００６３】
頂点軌跡間にて同じ節点フレームが利用されている場合には、時空間領域が楕円のときは
、（節点数－１）個の曲面、矩形のときは、（節点数－１） *４個の曲面、多角形のとき
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は、（節点数－１） *（頂点数）個の曲面で表すことができる。なお、あるフレームにお
いて、ある頂点は、そのフレームで節点となっていて、他の頂点は、節点となっていない
ときは、節点がない頂点軌跡の当該フレームに節点を追加したものとして扱うことによっ
て、曲面を分割可能である。
【００６４】
時空間領域の外周が張る曲面が複数の曲面で表される場合には、参照軌跡との交差判定を
、全曲面についてそれぞれ行う。
【００６５】
１つの曲面（時空間領域の外周が唯一の曲面で表現される場合の当該１つの曲面または時
空間領域の外周が複数の曲面で表現される場合の個々の曲面）と、参照軌跡との交差判定
処理は、例えば以下のように行うことができる。
【００６６】
（１）領域情報が矩形または多角形のとき
図１０に示すように、矩形または多角形における当該辺７０１の両端の頂点ベクトルの軌
跡７０２，７０３を時間ｔの関数で表し、それぞれＰ (t)，Ｑ (t)とする。また、当該曲面
の両端の節点時刻をｔ 0，ｔ 1とする。このとき、曲面上の点Ｒの通過範囲は、パラメータ
ｋを利用して、
Ｒ (t,k)＝Ｐ (t)＋ｋ *（Ｑ (t)－Ｐ (t)）
ただし、ｔ 0≦ｔ≦ｔ 1，０≦ｋ≦１
と表すことができる。
【００６７】
参照軌跡ベクトルを時間ｔの関数ｒ (t)とすると、
Ｒ (t,k)＝ｒ (t)
ただし、ｔ 0≦ｔ≦ｔ 1，０≦ｋ≦１
となる、ｔ，ｋが存在するとき、当該曲面と指定された軌跡は、時刻ｔに交差する。よっ
て、
Ｐ (t)＋ｋ *（Ｑ (t)－Ｐ (t)）－ｒ (t)＝０
をｔ，ｋについて解けばよい。
【００６８】
Ｐ (t)＝（Ｐ x(t)，Ｐ y(t)）
Ｑ (t)＝（Ｑ x(t)，Ｑ y(t)）
ｒ (t)＝（ｒ x(t)，ｒ y(t)）
とすると、
Ｐ x(t)＋ｋ *（Ｑ x(t)－Ｐ x(t)）－ｒ x(t)＝０
Ｐ y(t)＋ｋ *（Ｑ y(t)－Ｐ y(t)）－ｒ y(t)＝０
となり、ｔ，ｋの連立方程式を解く問題に帰着する。ここで、ｋを消去すると、
（ｒ x(t)－Ｐ x(t)） *（Ｑ y(t)－Ｐ y(t)）－（ｒ y(t)－Ｐ y(t)） *（Ｑ x(t)－Ｐ x(t)）＝０
となり、各軌跡がｎ次関数で表されているとすると、上記方程式は、（２ *ｎ）次方程式
となる。これを解の公式などで解けばよい。また、高次方程式になった場合は、Ｎｅｗｔ
ｏｎ法などで数値解を求めればよい。そして、ｔ 0≦ｔ≦ｔ 1なる解について、ｋを評価し
、０≦ｋ≦１であれば、当該曲面と参照軌跡は、解となった時刻において交差することが
わかる。
【００６９】
各軌跡が任意の非線形関数のときも、上記方程式がＮｅｗｔｏｎ法などで解くことができ
れば、本手法を用いて交差判定を行うことができる。
【００７０】
（２）領域情報が楕円のとき
図１１に示すように、楕円８０１の中心点ベクトルの時刻ｔに対する軌跡を、Ｓ (t)＝（
Ｓ x(t)，Ｓ y(t)）、楕円の２軸の長さの軌跡をＶ 0(t)，Ｖ 1(t)、回転角の軌跡をθ (t)と
する。ここで、楕円の外接矩形の頂点ベクトルの軌跡を、ｐ 1(t)～ｐ 4(t)（ｐ M(t)＝ｐ Mx
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(t)，ｐ My(t)とする）とする。また、当該曲面の両端の節点時刻を、ｔ 0，ｔ 1とする。
【００７１】
ｐ 21x(t)＝ｐ 2x(t)－ｐ 1x(t)
ｐ 21y(t)＝ｐ 2y(t)－ｐ 1y(t)
ｐ 32x(t)＝ｐ 3x(t)－ｐ 2x(t)
ｐ 32y(t)＝ｐ 3y(t)－ｐ 2y(t)
とすると、
Ｓ (t)＝（ｐ 1(t)＋ｐ 3(t)）／２
ｖ 0(t)2＝｛ｐ 21x(t)2＋ｐ 21y(t)2｝／４
ｖ 1(t)2＝｛ｐ 32x(t)2＋ｐ 32y(t)2｝／４
sinθ (t)＝ｐ 21y(t)／（２ *ｖ 0(t)）＝ｐ 32x(t)／（２ *ｖ 1(t)）
cosθ (t)＝ｐ 21x(t)／（２ *ｖ 0(t)）＝ｐ 32y(t)／（２ *ｖ 1(t)）
となる。
【００７２】
楕円の外周の軌跡を表す式は、
Ｐ (t)＝（ cosθ (t)／ｖ 0(t)） 2＋（ sinθ (t)／ｖ 1(t)） 2

Ｑ (t)＝２ *sinθ (t)*cosθ (t)*（１／ｖ 0(t)2－１／ｖ 1(t)2）
Ｒ (t)＝（ sinθ (t)／ｖ 0(t)） 2＋（ cosθ (t)／ｖ 1(t)） 2

としたとき、
Ｐ (t)*（ｘ－Ｓ x(t)） 2＋Ｑ (t)*（ｘ－Ｓ x(t)） *（ｙ－Ｓ y(t)）＋Ｒ (t)*（ｙ
－Ｓｙ (t)） 2＝１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（１）
ただし、ｔ 0≦ｔ≦ｔ 1
となる。
【００７３】
参照軌跡ベクトルを時間ｒ (t)＝（ｒ x(t)，ｒ y(t)）とすると、
（ｘ，ｙ）＝（ｒ x(t)，ｒ y(t)）としたとき、式（１）を満たすようなｔが存在すれば、
その時刻において楕円外周と参照軌跡は交差する。
【００７４】
よって、
ｒ sx(t)＝ｒ x(t)－Ｓ x(t)
ｒ sy(t)＝ｒ y(t)－Ｓ y(t)
としたとき、
Ｐ (t)*ｒ sx(t)2＋Ｑ (t)*ｒ sx(t)*ｒ sy(t)*（ｒ y(t)－Ｓ y(t)）＋Ｒ (t)*ｒ sy(t
)2＝１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（２）
ただし、ｔ 0≦ｔ≦ｔ 1
を解けばよい。
【００７５】
Ｐ (t)，Ｑ (t)，Ｒ (t)は、以下のように変形できる。
Ｐ (t)＝４ *（ｐ 21y(t)2＋ｐ 32y(t)2）／｛（ｐ 32x(t)2＋ｐ 32y(t)2） *（ｐ 21x(t)2＋ｐ 21
y(t)2）｝
Ｑ (t)＝８ *（ｐ 32x(t)*ｐ 32y(t)－ｐ 21x(t)*ｐ 21y(t)）／｛（ｐ 32x(t)2＋ｐ 32y(t)2） *
（ｐ 21x(t)2＋ｐ 21y(t)2）｝
Ｒ (t)＝４ *（ｐ 21x(t)2＋ｐ 32x(t)2）／｛（ｐ 32x(t)2＋ｐ 32y(t)2） *（ｐ 21x(t)2＋ｐ 21
y(t)2）｝
これより、式（２）は、以下のように整理できる。
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ただし、ｔ 0≦ｔ≦ｔ 1
外形矩形の頂点軌跡および参照軌跡がｎ次関数で表されているとすると、式（３）は、（
４ *ｎ）次方程式となる。これを解の公式などで解けばよい。また、高次方程式になった
場合は、Ｎｅｗｔｏｎ法などで数値解を求めればよい。ｔ 0≦ｔ≦ｔ 1なる解が存在すれば
、当該曲面と参照軌跡は、解となった時刻において交差することがわかる。
【００７６】
各軌跡が任意の非線形関数のときも、式（３）がＮｅｗｔｏｎ法などで解くことができれ
ば、本手法を用いて交差判定を行うことができる。
【００７７】
結果出力部３０４は、内外判定部３０２と曲面交差判定部３０３で得られた情報をもとに
、時空間領域と参照軌跡の通過判定の結果を出力する。出力するデバイスは、ディスプレ
イやハードディスクあるいはネットワーク・インタフェースなど、どのようなものでもよ
い。また、本システムが、計算機上で動作するプログラムである場合に、通過判定の結果
を、同一計算機上で動作する他のプロセスに出力してもよい。
【００７８】
通過判定では、例えば、以下の処理が行われる。
【００７９】
まず、曲面交差判定部３０３により、対象となる時空間領域の外周を表す全曲面について
参照軌跡との交差判定を行うことにより、該時空間領域の外周と参照軌跡のすべての交点
時刻ｔ 1～ｔ kが得られている。
【００８０】
ここで、例えば、交点時刻ｔ i～ｔ i+1において参照軌跡が該時空間領域の内部にあったと
すれば、交点時刻ｔ i-1～ｔ iとｔ i+1～ｔ i+2には、参照軌跡は、該時空間領域の外部にあ
ると考えることができる。逆に、交点時刻ｔ i～ｔ i+1において参照軌跡が該時空間領域の
外部にあたっとすれば、交点時刻ｔ i-1～ｔ iとｔ i+1～ｔ i+2には、参照軌跡は、該時空間
領域の内部にあると考えることができる。すなわち、いずれかの時刻において参照軌跡が
時空間領域の内部にあるか外部にあるかがわかれば、いずれの時刻についても参照軌跡が
時空間領域の内部にあるか外部にあるかがわかる。
【００８１】
しかして、内外判定部３０２により、該時空間領域が存在する時間内（先頭時刻＝ｔ s、
最終時刻＝ｔ eとする）の所定のフレーム（例えば先頭フレーム）において、参照軌跡が
該時空間領域の内部にあるか外部にあるかがわかっている。
【００８２】
そこで、結果出力部３０４は、内外判定部３０２により求められたフレームでの内外判定
結果をもとに、曲面交差判定部３０３により求められた交点時刻ｔ 1～ｔ kから与えられる
、当該時空間領域が存在する時間内の各々の期間ｔ s～ｔ 1、ｔ 1～ｔ 2、…、ｔ k-1～ｔ k、
ｔ k～ｔ eについて、参照軌跡が該時空間領域の内部にあるか外部にあるかを特定する。
【００８３】
ただし、曲面交差判定部３０３により交点時刻が１つも求まらなかった場合、すなわち参
照軌跡が該時空間領域と交わらない場合には、内外判定部３０２により例えば先頭フレー
ムが内部にある判定されたならば、参照軌跡は、当該時空間領域の全期間ｔ s～ｔ eにおい
て常に該時空間領域の内部にあることがわかり、外部にあると判定されたならば、参照軌
跡は、当該時空間領域の全期間ｔ s～ｔ eにおいて常に該時空間領域の外部にあることがわ
かる。
【００８４】
通過判定結果としては、例えば、上記の各期間の開始の時刻または終了の時刻と、その期
間において内部か外部かを示す情報との組を列挙することで、表現することができる。
【００８５】
なお、上記に加えて、例えば、交点時刻において参照軌跡が該時空間領域と交わる位置を
示す座標をも求めて、通過判定結果に含めて出力するようにしてもよい。
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【００８６】
また、例えば、該時空間領域が存在する時間に対する、参照軌跡が該時空間領域の内部に
存在する時間の比などの、所定の評価値をも求めて、通過判定結果に含めて出力するよう
にしてもよい。
【００８７】
なお、結果出力部３０４は、内外判定部３０２で得られた情報（例えば、先頭フレームに
おける内外判定結果）と、曲面交差判定部３０３で得られた情報（例えば、交点時刻ｔ 1
～ｔ k）を、そのまま出力する構成も可能である。
【００８８】
図１２に、本時空間領域情報検索システムにおける処理手順の一例を示す。図１２に示さ
れるように、本処理手順は、任意１フレームにおける内外判定を行うステップＳ４３と、
曲面通過判定を行うステップＳ４２と、全曲面についてＳ４２を実行したかを判別するス
テップＳ４３と、通過判定処理を行ってその結果を出力するステップＳ４２とを有する。
【００８９】
なお、前述したように、ステップＳ４１を、ステップＳ４２およびステップＳ４３のルー
プ処理の後で行ってもよいし、ステップＳ４１と、ステップＳ４２およびステップＳ４３
のループ処理とを並列的に行ってもよい。
【００９０】
ステップＳ４１では、時空間領域が存在する時間のうち所定のフレームを取り出し、その
フレームにおける領域の形状を算出し、通過判定を行う軌跡の当該フレームにおける座標
との内外判定を行う。ステップＳ４２では、時空間領域の外周が張る曲面を頂点軌跡の節
点および各辺で分割した曲面について、参照軌跡との交差判定を行う。ステップＳ４３で
は、分割された全曲面について交差判定を行ったかどうか判別する。全曲面について交差
判定が完了するまでループし、全曲面について交差判定が完了すれば終了する。ステップ
Ｓ４２は、例えば、時空間領域が楕円のときは、（節点数－１）回、矩形のときは、（節
点数－１） *４回、多角形のときは、（節点数－１） *（頂点数）回、実行される。ステッ
プＳ４４は、結果を出力するためのステップである。これは、ステップＳ４２からステッ
プＳ４４までで得られた情報を要求に合わせて出力する。出力するデバイスは、ディスプ
レイやハードディスクなど、どのようなものでもよい。
【００９１】
ところで、前述した処理例よりも簡易な通過判定結果を求める構成も可能である。
【００９２】
例えば、参照軌跡が対象となる時空間領域と交わるか否かのみ求めて出力する方法がある
。この場合には、交点時刻が１つでも求まれば、参照軌跡が該時空間領域と交わることが
分かる。従って、まず、交点時刻が少なくとも１つ存在するか否かを調べればよい（例え
ば、各曲面について順次、参照軌跡との交点を求めていき、最初に参照軌跡が求まったと
ころで、処理を終了する）。交点時刻が少なくとも１つ存在することが分かった場合には
、内外判定は不要になる。次いで、交点時刻が１つも存在しないことが分かった場合（例
えば、全曲面について、交点時刻が求まらなかった場合）には、ここではじめて内外判定
を行い、内部と判定されたならば、参照軌跡が該時空間領域と交わることがわかり、外部
と判定されたならば、参照軌跡が該時空間領域と交わらないことがわかる。
【００９３】
また、複数の通過判定方法を用意し、例えば、目的などに応じて、適宜、使い分けて使用
してもよい。例えば、詳細な通過判定方法と、簡易な通過判定方法を用意しておき、参照
軌跡が該時空間領域と交わる全交点時刻が必要である場合には、前者の方法を使用し、参
照軌跡が対象となる時空間領域と交わるか否かのみの情報が必要である場合には、後者を
使用するようにしてもよい。また、例えば、対象とする時空間領域が多数ある場合に、最
初に、後者の方法によって、参照軌跡と交わる時空間領域のみを抽出し、抽出された時空
間領域のみを対象として、前者の方法により詳細に参照軌跡に対する通過判定処理を行う
ような方法もある。
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【００９４】
（第２の実施形態）
本実施形態では、図５とは異なるデータ構造の時空間領域情報に本発明を適用した場合に
ついて説明する。なお、本実施形態では、第１の実施形態と相違する点を中心に説明する
。
【００９５】
第１の実施形態では、代表点の位置データをフレームの進行に沿って並べたときの軌跡を
所定の関数で近似し、該関数のパラメータを用いて記述された時空間領域情報を例にとっ
たが、本実施形態では、代表点の基準となるフレームにおける位置データから、他のフレ
ームにおける位置データへの領域変換を示す変換パラメータを求め、該変換パラメータに
ついて、該変換パラメータをフレームの進行に沿って並べたときの軌跡を所定の関数で近
似し、該関数のパラメータを用いて記述された時空間領域情報を例にとって説明する。
【００９６】
図１３に、時空間領域情報のデータ構造の他の例を示す。図１３に示されるように、本例
の時空間領域情報は、ＩＤ番号９０１、先頭時刻９０２、最終時刻９０３、参照領域フラ
グ９０４、参照領域形状情報９０５、変換形式フラグ９０６、軌跡データ９０７を含むも
のである。
【００９７】
ＩＤ番号９０１と、先頭時刻９０２と、最終時刻９０３とは、図５におけるＩＤ番号１０
１、先頭時刻１０２、最終時刻１０３のそれぞれと同等の意味を持つ。
【００９８】
参照領域フラグ９０４は、参照領域の形状がどのように表現されているかを示すものであ
る。参照領域の形状は、例えば、矩形、楕円、多角形などで表現されているため、それら
を一意に区別するような情報が記述される。多角形の場合は、頂点数情報も参照領域フラ
グに付加される。
【００９９】
参照領域形状情報９０５は、参照領域形状を格納するためのものである。例えば、参照領
域形状が矩形や多角形のときは、各頂点の座標、参照領域形状が楕円のときは、外接矩形
の頂点座標や、中心点、長軸短軸の長さなどのパラメータが格納される。
【０１００】
変換形式フラグ９０６は、参照領域から各フレームにおける時空間領域情報への領域変換
を示す変換パラメータがどのような形式で示されているかを示すものである。領域変換を
示す変換パラメータの形式には、例えば、平行移動、一次変換、アフィン変換などがある
ため、それらを一意に区別するような情報が記述される。
【０１０１】
軌跡データ９０７は、参照領域から各フレームにおける時空間領域情報への領域変換を示
す変換パラメータのそれぞれの軌跡を記述するためのものである。軌跡データ９０７は、
例えば、図６に示されるような軌跡データのデータ構造を持つ。変換パラメータは、複数
持つことが多いため、軌跡データも変換パラメータの数だけ記述される。軌跡データの数
は、変換形式フラグ９０７によって一意に決まり、例えば、平行移動のときは２つ、一次
変換のときは４つ、アフィン変換のときは６つである。軌跡データの順番は、変換パラメ
ータの意味によって決めておき、例えば、以下のようにする。
時刻ｔの関数であるパラメータの軌跡データがｚ 1（ｔ），ｚ 2（ｔ），…と並んでいると
き、参照領域上のある点ｐ＝（ｐ x，ｐ y）が領域変換によって変換された軌跡を、Ｐ（ｔ
）＝（Ｐ x（ｔ），Ｐ y（ｔ））とすると、
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とする。
【０１０２】
パラメータの軌跡データｚ 1（ｔ），ｚ 2（ｔ），…が、ｎ次多項式で表されているとき、
上式よりＰ x（ｔ），Ｐ y（ｔ）もやはりｎ次多項式で表すことが可能となる。
【０１０３】
なお、時空間領域との間で通過判定を行う「参照軌跡」は、例えば、図６の軌跡データの
データ構造を用いて表現することができる。なお、図５の時空間領域情報における軌跡デ
ータのデータ構造と、参照軌跡のデータ構造とが異なっても構わない。
【０１０４】
以下、本実施形態の時空間領域情報検索システムの構成例について詳しく説明する。
【０１０５】
ここでは、図１３及び図６の時空間領域情報を通過判定の対象とする場合を例にとって説
明する。
【０１０６】
図１４に、この場合における時空間領域情報検索システムの構成例を示す。
【０１０７】
図１４に示されるように、本時空間領域情報検索システムは、時空間領域情報記憶部１０
０１、軌跡データ変換部１００２、内外判定部１００３、曲面交差判定部１００４、結果
出力部１００５とを備えている。
【０１０８】
時空間領域情報記憶部１００１は、参照領域と参照領域から該フレームにおける時空間領
域情報への領域変換を示す変換パラメータにより記述した時空間領域情報が記憶されてい
るもので、例えばハードディスクや光ディスク、半導体メモリなどで構成される。
【０１０９】
軌跡データ変換部１００２は、参照領域と参照領域から該フレームにおける時空間領域情
報への領域変換を示す変換パラメータにより記述した時空間領域情報を、近似矩形もしく
は近似多角形の各頂点の軌跡や近似楕円に外接する矩形の各頂点の軌跡などによって表さ
れた時空間領域情報（すなわち、第１の実施形態の時空間領域情報（図５および図６））
に変換する。
【０１１０】
参照領域は、矩形・多角形・楕円などで表されるため、矩形や多角形については、その各
頂点座標を領域変換を示す変換パラメータの軌跡によって変換される軌跡を求める。楕円
については、その外接矩形の各頂点座標を領域変換を示す変換パラメータの軌跡によって
変換される軌跡を求める。参照領域上のある点Ｐ＝（Ｐ x，Ｐ y）が、領域変換によって変
換された軌跡Ｐ (t)＝（Ｐ x(t)，Ｐ y(t)）は、式（４）のように計算できるため、領域変
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換を示す変換パラメータの軌跡がｎ次のスプライン関数で記述されていたとすると、軌跡
データ変換部によって変換された各頂点の軌跡は、ｎ次のスプライン関数となる。
【０１１１】
軌跡データ変換部１００２と内外判定部１００３と曲面交差判定部１００４と結果出力部
１００５は、それぞれ、図７における内外判定部３０１、曲面交差判定部３０２、結果出
力部３０３と同等の機能を持つ。軌跡データ変換部１００２によって変換された時空間領
域情報は、第１の実施形態における時空間領域情報と同等の情報を持つ。本実施形態の内
外判定部１００３や曲面交差判定部１００４は、時空間領域情報記憶部１００１に記憶さ
れている時空間領域情報を処理対象とするのではなく、軌跡データ変換部１００２により
変換された後の時空間領域情報を処理対象とする点が、第１の実施形態と相違する。
【０１１２】
すなわち、本実施形態では、軌跡データ変換部１００２が、参照領域と参照領域から該フ
レームにおける時空間領域情報への領域変換を示す変換パラメータにより記述した時空間
領域情報を、近似矩形もしくは近似多角形の各頂点の軌跡や近似楕円に外接する矩形の各
頂点の軌跡などによって表された時空間領域情報に変換した後は、第１の実施形態と同様
の処理が行われる。
【０１１３】
図１５に、本時空間領域情報検索システムにおける処理手順の一例を示す。図１５に示さ
れるように、本処理手順は、軌跡データを変換するステップＳ１１０１と、任意１フレー
ムにおける内外判定を行うステップＳ１１０２と、曲面通過判定を行うステップＳ１１０
３と、全曲面についてＳ１１０３を実行したかを判別するステップＳ１１０４と、通過判
定処理を行ってその結果を出力するステップＳ１１０５で構成される。
【０１１４】
なお、前述したように、ステップＳ１１０２を、ステップＳ１１０３およびステップＳ１
１０４のループ処理の後で行ってもよいし、ステップＳ１１０２と、ステップＳ１１０３
およびステップＳ１１０４のループ処理とを並列的に行ってもよい。
【０１１５】
ステップＳ１１０１では、参照領域と参照領域から該フレームにおける時空間領域情報へ
の領域変換を示す変換パラメータにより記述した時空間領域情報を、近似矩形もしくは近
似多角形の各頂点の軌跡や近似楕円に外接する矩形の各頂点の軌跡などによって表された
時空間領域情報に変換する。
【０１１６】
ステップＳ１１０２～Ｓ１１０５は、第１の実施形態（図１２）のステップＳ４１～Ｓ４
４と同様である。
【０１１７】
本実施形態によれば、参照領域と参照領域から該フレームにおける時空間領域情報への領
域変換を示す変換パラメータにより記述した時空間領域情報においても、各代表点の軌跡
として記述された時空間領域情報と同様に編集を行うことができる。
【０１１８】
もちろん、本時空間領域情報検索システムは、それらの他のデータ構造の時空間領域情報
を扱うようにすることもできる。
【０１１９】
例えば、近似図形のある（１又は複数の）代表点については図５および図６のように当該
代表点の位置データをフレームの進行に沿って並べたときの軌跡を所定の関数で近似し、
該関数のパラメータを用いて記述し、それ以外の代表点については、同一フレームにおけ
る他の代表点を基準としたときの当該代表点の相対的な位置を示すデータ（例えば、差分
ベクトル）をフレームの進行に沿って並べたときの軌跡を所定の関数で近似し、該関数の
パラメータを用いて記述した時空間領域情報についても、これを軌跡データ変換部１００
２によって、近似矩形もしくは近似多角形の各頂点の軌跡や近似楕円に外接する矩形の各
頂点の軌跡などによって表された時空間領域情報に変換した後に処理を行えばよい。
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【０１２０】
また、例えば、近似図形の（１又は複数の）代表点については図１３および図６のように
代表点の基準となるフレームにおける位置データから、他のフレームにおける位置データ
への領域変換を示す変換パラメータを求め、該変換パラメータについて、該変換パラメー
タをフレームの進行に沿って並べたときの軌跡を所定の関数で近似し、該関数のパラメー
タを用いて記述し、それ以外の代表点については、同一フレームにおける他の代表点を基
準としたときの当該代表点の相対的な位置を示すデータ（例えば、差分ベクトル）をフレ
ームの進行に沿って並べたときの軌跡を所定の関数で近似し、該関数のパラメータを用い
て記述した時空間領域情報についても、これを軌跡データ変換部１００２によって、近似
矩形もしくは近似多角形の各頂点の軌跡や近似楕円に外接する矩形の各頂点の軌跡などに
よって表された時空間領域情報に変換した後に処理を行えばよい。
【０１２１】
また、本時空間領域情報検索システムは、複数種類のデータ構造の時空間領域情報を扱う
ようにすることもできる。この場合には、時空間領域情報に、データ構造を識別するため
の識別情報を付加し、時空間領域情報処理システムは、時空間領域情報を処理するに際し
て、その識別情報を参照して、データ構造を特定し、そのデータ構造に応じた処理を行う
ようにすればよい。
【０１２２】
なお、以上の各機能は、ソフトウェアとして実現可能である。
また、本実施形態は、コンピュータに所定の手段を実行させるための（あるいはコンピュ
ータを所定の手段として機能させるための、あるいはコンピュータに所定の機能を実現さ
せるための）プログラムとして実施することもでき、該プログラムを記録したコンピュー
タ読取り可能な記録媒体として実施することもできる。
【０１２３】
なお、この発明の実施の形態で例示した構成は一例であって、それ以外の構成を排除する
趣旨のものではなく、例示した構成の一部を他のもので置き換えたり、例示した構成の一
部を省いたり、例示した構成に別の機能あるいは要素を付加したり、それらを組み合わせ
たりすることなどによって得られる別の構成も可能である。また、例示した構成と論理的
に等価な別の構成、例示した構成と論理的に等価な部分を含む別の構成、例示した構成の
要部と論理的に等価な別の構成なども可能である。また、例示した構成と同一もしくは類
似の目的を達成する別の構成、例示した構成と同一もしくは類似の効果を奏する別の構成
なども可能である。
また、この発明の実施の形態で例示した各種構成部分についての各種バリエーションは、
適宜組み合わせて実施することが可能である。
また、この発明の実施の形態は、個別装置としての発明、個別装置内部の構成部分につい
ての発明、またはそれらに対応する方法の発明等、種々の観点、段階、概念またはカテゴ
リに係る発明を包含・内在するものである。
従って、この発明の実施の形態に開示した内容からは、例示した構成に限定されることな
く発明を抽出することができるものである。
【０１２４】
本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、その技術的範囲において種々
変形して実施することができる。
【０１２５】
【発明の効果】
本発明によれば、映像データ中の複数フレームにわたる任意の時空間領域を指定された軌
跡が通過するかどうかを高速かつ効率的に判別し、通過する時刻情報を抽出することが可
能になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】映像中の物体の領域を物体領域データで記述するための処理の概要を説明するた
めの図
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【図２】基準代表点のＸ座標の値を近似する関数を求める例を説明するための図
【図３】基準代表点以外の代表点を表すための差分ベクトルの一例を説明するための図
【図４】基準代表点以外の代表点を表すための差分ベクトルのＸ成分の値を近似する関数
を求める例を説明するための図
【図５】時空間領域情報のデータ構造の一例を示す図
【図６】軌跡データのデータ構造の一例を示す図
【図７】本発明の一実施形態に係る時空間領域情報検索システムの構成例を示す図
【図８】多角形と座標の内外判定方法の一例を示す図
【図９】楕円と座標の内外判定方法の一例を示す図
【図１０】矩形または多角形の一辺の軌跡と指定された軌跡の交差判定方法を示す図
【図１１】楕円外周の軌跡と指定された軌跡の交差判定方法を示す図
【図１２】同実施形態に係る時空間領域情報検索システムの処理手順の一例を示すフロー
チャート
【図１３】時空間領域情報のデータ構造の一例を示す図
【図１４】同実施形態に係る時空間領域情報検索システムの他の構成例を示す図
【図１５】同実施形態に係る時空間領域情報検索システムの処理手順の他の例を示すフロ
ーチャート
【符号の説明】
３０１，１００１…時空間領域情報記憶部
１００２…軌跡データ変換部
３０２，１００３…内外判定部
３０３，１００４…曲面交差判定部
３０４，１００５…結果出力部
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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